
                      ２０２６年６月１日 

 

女性活躍推進法に基づく公表 

 

１ 男女間の賃金の差異（男性の賃金に対する女性の賃金の割合） 

  全労働者   ７６．２% 

    正社員    ８８．６% 

  パート等   ８５．２% 

  ※ パート等に女性が多いため、全労働者の賃金差異が大きくなっている。 

 

２ 管理職に占める女性労働者の割合 

  ２８．７% 

 

３ 役員に占める女性の割合 

  ２５．０% 

 

４ 年次有給休暇取得率（雇用管理区分別） 

  正社員    ７６．２% 

  パート等   ７３．３% 


